
運輸安全マネジメントに関する令和７年度の取り組みについて 

                      加越能バス株式会社 

 

 

当社では運輸安全マネジメントに取り組み、全社を挙げて輸送の安全確保に努めており

ます。 

 ここに、令和７年度運輸安全マネジメントの取り組み状況についてご報告致します。 

 今後ともより一層、安全輸送の確保に尽力を注いでまいりますので、変わらぬご愛顧の

程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

Ⅰ．輸送の安全に関する基本的な方針 

 

 安全管理規程等に定めている輸送の安全に関する基本的な方針は次のとおりです。 

  

（１） 社長をはじめ役員は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く 

認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。 

また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど、現場の状況を 

十分に踏まえつつ、社員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという 

意識を徹底させます。 

 

（２） 輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)

を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって

業務を遂行し、絶えず輸送の安全性向上に努めます。又、輸送の安全に関する

情報を積極的に公表します。 

 

 

Ⅱ．輸送の安全に関する重点施策 

 
（１） 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全 

管理規程に定められた事項を遵守します。 

 

（２）輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 

 

（３）輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。 

 

（４）輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、

共有します。 

 

（５）輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に

実施します。 

 



Ⅲ．令和７年度輸送の安全に関する取り組みについて 

（対象期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

 

１．輸送の安全に関する目標と達成状況 

 

（１）目標・・・重大事故(自動車事故報告規則第２条に規定する事故)の撲滅 

結果・・・重大事故件数  １件（目標未達成） 

   〇重大事故の概要について 

    当該運転手は、庄川町バス停を 8 時 40 分に出発し、高岡駅南口に向けて運行 

していた。春日町バス停を通過後、春日町口バス停に向け県道 20 号線を走行中

に、道路工事中の区間において段差に気づかず減速せずにそのまま走行したた

め、バスが上下に大きく揺れ、着席されていたお客様が背中や臀部を座席に打ち

付け、受傷された。 

    

（２） 目標・・・有責事故件数 １３件以内 

結果・・・有責事故件数 ２７件（目標未達成） 

  

 

２．輸送の安全に関する実施状況等 

 

（１） 目標達成に向けた重点項目及び営業所の取り組みと添乗指導要項について 

 

① 目標達成に向けた重点項目の設定と結果について 

・車内傷害事故ゼロ     ６件発生未達成（前年度０件）   

・２段階停止の実施     ３件発生未達成（前年度６件）※未実施による事故 

・後退接触事故ゼロ     ４件発生未達成（前年度７件） 

・オーバーハング事故ゼロ  １件発生未達成（前年度５件） 

 

② 営業所毎の目標と結果について 

・営業所毎に有責事故件数の目標値を設定しました。 

〇各営業所目標値（目標件数以内） 

高岡（営） 氷見（営） 砺波（営） 

乗 合 貸 切 乗 合 貸 切 乗 合 貸 切 

目標 結果 目標 結果 目標 結果 目標 結果 目標 結果 目標 結果 

8 件 9 件 2 件 8 件 2 件 6 件 0 件 0 件 1 件 4 件 0 件 0 件 

合   計 

乗 合 貸 切 合 計 

目標 結果 目標 結果 目標 結果 

11 件 19 件 2 件 8 件 13 件 27 件 

   

③ 添乗目標達成に向けた重点項目の設定と結果について 

・目的 

事業用自動車の運行の安全及び、旅客の安全を確保するために必要な運転に関す

る技術及び、知識を習得させる事を目的としております。 



  ・対象者 

  【事故惹起上位リスク者・重大事故惹起者・苦情を受けた者の添乗指導】 

交通事故、苦情を惹き起こした運転行動上の要因を自ら考えさせたうえで、 

助言する指導方法を実施しております。 

【新人教育研修プログラム】 

自らの技能と知識の程度を把握させる為のアドバイスを行い、運転技能の習熟

度レベルを設定し（３ヶ月時、６ヶ月時、１年時、２年時、３年時）に習熟度

試験を実施しております。 

【高齢運転者への指導】 

６５歳以上の高齢運転者は、翌年契約更新前（３月中）に、添乗指導・適齢診

断を毎年実施し、加齢に伴う運転技量の変化を確認しております。 

 

④ 営業所毎にヒヤリハット報告の積極的な提出 

全営業所に於いて運行表とともにヒヤリハット報告用紙を携帯させ、運行時に 

ヒヤリハットした事案を随時報告できるようにしております。 

また、乗務員が最新のヒヤリハット情報や事故情報を、点呼執行所で常時閲覧 

できるようにしたうえで、点呼時に注意喚起しております。  

 

（２） 各委員会開催及び安全運動について 

 

① 安全マネジメント委員会（年２回開催） 

事故防止委員会での活動状況を確認し、新たな取り組みについて協議しました。 

・第２９回安全マネジメント委員会  令和７年  ４月１４日（月） 

令和６年度輸送の安全に関する結果報告及び令和７年度輸送の安全に 

関する目標と計画。 

・第３０回安全マネジメント委員会  令和７年１０月２７日（月） 

令和７年度上期結果報告、下期の輸送安全に向けての取り組みについて 

② 事故防止委員会（年６回開催） 

安全マネジメントの目標達成状況、取り組み状況、問題点等を協議し鋭意改善

しております。 

・第６０回事故防止委員会    令和７年 ５月３０日（金） 

・第６１回事故防止委員会    令和７年 ７月２８日（月） 

・第６２回事故防止委員会    令和７年 ９月２９日（月） 

・第６３回事故防止委員会   令和７年１１月２０日（木） 

・第６４回事故防止委員会   令和８年 １月２８日（水） 

・第６５回事故防止委員会   令和８年 ３月２６日（木） 

 

（３） 交通安全運動実施に併せて啓蒙活動、添乗指導、街頭指導を実施いたしました。 

・春の全国交通安全運動    令和７年 ４月 ６日（日）～１５日（火） 

・夏の交通安全県民運動    令和７年 ７月１１日（金）～２０日（日） 

・秋の全国交通安全運動    令和７年 ９月２１日（日）～３０日（火） 

・年末の交通安全県民運動   令和７年１２月１１日（木）～２０日（土） 

・年末年始の輸送安全総点検  令和７年１２月１０日（水） 

～令和８年１月１０日（土） 

※期間中、社長職場巡視実施 令和７年１２月１０日（水） 

 

 



３．輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況について 

  

（１）社内研修 

①自動車部全員研修会（上期）   令和７年 ７月 ７日（月）～１１日（金） 

②自動車部全員研修会（下期）   令和７年１２月 １日（月）～ ５日（金） 

  ③運行管理者研修         令和８年 ３月 ９日（月）、１０日（火）  

 

（２）外部研修及び講習会 

   ①クレフィール湖東（滋賀県） 安全運転研修  令和８年 ２月 ２名受講 

   ②自動車安全運転センター（茨城県） 安全運転中央研修所 

令和７年１２月 ２名受講 

    

 

４．輸送の安全性向上に関する投資について 

  

  令和７年度輸送の安全性を向上させるべく投資額(車両購入、安全機器の設置、車

両整備、自動車保険加入等)は、２４９,５７９千円となります。 

 

 

５．輸送の安全に関する内部監査の結果及び講じた措置について 

 

安全統括管理者による内部監査を下記の通り実施しました。 

   ・高岡営業所  令和８年４月１０日（金） 

   ・氷見営業所  令和８年４月１０日（金） 

   ・砺波営業所  令和８年４月１０日（金） 

〇改善指摘事項 

    ・安全マネジメントを全員が積極的に取り組んでいるが、取り組んだ内容をしっ

かりと書類に残して、確認できように記録しておくこと。 

・点呼において、点呼者は健康状態や睡眠不足、飲酒等の状況について確実な 

把握に努め、運行可否を判断するとともに、車両や運行に関する指示等、安全 

を最優先した運行を行うよう指示を行うこと。 

・運転速度を遵守するようデジタコの結果を踏まえて指導を行うこと。 

・適性検査受診後の指導内容を明記し、乗務員台帳に添付すること。 

・健康診断結果で要精検・要治療者に二次検査の受診を促すとともに、検査の結 

果についても、後追いをすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ．令和８年度輸送の安全に関する取り組みについて 

（対象期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

１． 輸送の安全に関する目標 

 従事員各自が強い思いを持ち、輸送の安全を確保できるよう業務に取り組む 

① 「重大事故の撲滅」 

   重大事故に該当するような事故を起こさない。 

② 「人身事故の撲滅」 

   重大事故に繋がる人身事故を起こさない、人に怪我をさせない。 

③ 「有責事故件数 目標０件」  

   常に以後、一つの事故も起こさない。 

 

【目標を達成するために重点的に実施する具体的な事項】  

① 左折時一時停止 

左折時に必ず一時停止し、側方及び前方の安全を確認する。 

② 発進時の３秒ルール 

 車内ルームミラーを確認し、３秒間数えてから動作に移る。 

③ ２段階停止の実施 

 ワンマン運行の後退時、２段階停止で安全を確認する。 

 以上３項目の実施率を確認しながら、１００％実施を目指していく。 

 また、３項目が浸透していくことで、安全意識を高め、重大事故や人身塩が 

 発生しにくく、有責事故も減少していく環境を整えていく。 

 

【輸送の安全を確保するために実施する具体的な事項】 

・安全速度の厳守と安全車間距離の保持 

 ・自転車追い越し時に十分な間隔を開ける 

 ・オーバーハングを意識した運転 

 ・積雪時における「だろう運転」の排除 

 ・入庫時、駐車後サイドブレーキの再確認 

 ・後退時しているバスを確認した際、バック誘導を行う 

・車両故障頻度の高い『クラッチ油』の入念な点検 

 

【自動車部及び営業所で取組む活動】 

・事務員による添乗の実施 

 ・運行管理者等による添乗指導の実施 

 ・デジタコや適性検査の結果をもとに面談を実施 

 ・重点項目の実施具合等をドラレコで確認 

・事故やヒヤリハット映像を点呼執行所にて流し、注意喚起する 

 ・苦情報告に伴う対策を共有、同様の事象を起こさない 

  

 

 

 

 

 



 ２．輸送の安全に関する計画 

    令和８年度の目標を達成するために、事故の原因を具体的に深く追求し、対策を

全員が共有したうえで、同様の事故を起こさないよう取り組んでまいります。 

 

また、事故防止の活動計画として、 

（１） 経営トップをはじめとする年２回の安全マネジメント委員会を開催し、乗務

員からの様々な報告・意見等を聞き、輸送の安全に関する情報を審議・共有

したうえで事故防止活動に努めてまいります。 

（２） 安全統括管理者出席の下、事故防止委員会を年６回開催し、事故防止活動 

理念を基に検証したうえで改善を図り、安全輸送に向け取り組んでまいり 

ます。 

 

３．輸送の安全に関するための事業 

令和８年度教育及び研修計画を策定し、下記の通り実施します。 

 

（１）安全マネジメント関係 

① 安全マネジメント委員会（年２回） 

② 事故防止委員会（年６回） 

③ 内部監査（安全マネジメント開催前に実施） 

      令和８年度、輸送の安全目標・計画を達成するべく、取り組み状況を検証した

うえで改善を図ります。 

 

（２）安全運動関係 

① 春の全国交通安全運動 

② 夏の交通安全県民運動 

③ 秋の全国交通安全運動 

④ 年末年始輸送安全等総点検 

⑤ 年末の交通安全県民運動 

期間中、安全統括管理者による全営業所の職場巡視及び、街頭指導、添乗指導 

の強化に取り組みます。 

 

（３）運行管理関係 

① 運行管理者研修（年２回） 

② 独立行政法人自動車事故対策機構主催の講習 

③ バス協会など関係主催の講習 

 

（４）乗務員関係 

① 乗務員研修（年２回） 

② 事故惹起者研修（年２回） 

③ 新人運転者研修（適宜） 

④ バス協会など関係主催の講習 

   

  （５）その他 

     ① アイドリングストップの徹底 

     ② 健康管理面に於ける体制の強化 

 



Ⅴ．安全統括管理者 

 

当社で選任している安全統括管理者は下記の通りであります。 

  

  安全統括管理者 

     常務取締役自動車部長   山 崎  勝 

 

Ⅵ．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

  

安全管理体制の組織図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指揮命令系統

報告連絡体制

運転手 運転手 運転手 運転手

石動貸切営業所 砺波営業所 氷見営業所 高岡営業所

所　員 所　員 所　員 所　員

運行管理者補助者 運行管理者補助者 運行管理者補助者 運行管理者補助者

整備管理者補助者 整備管理者補助者 整備管理者補助者 整備管理者補助者

整備管理者 整備管理者 整備管理者 整備管理者

石動貸切営業所 砺波営業所 氷見営業所 高岡営業所

運行管理者 運行管理者 運行管理者 運行管理者

課　員

統括運行管理者 統括運行管理者 統括運行管理者 統括運行管理者

運 行 課 長 車 両 整 備 課 営 業 課 長

高 岡営業所長

石動貸切営業所 砺波営業所 氷見営業所 高岡営業所 課　員

安全管理体制組織図

取 締 役 社 長

自 動 車 部 長
（ 常務取締 役）

役員

安全統括管理者



Ⅶ．事故・災害に関する緊急時連絡体制 

 

 事故、災害、緊急時における報告連絡体制は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員

社 長

富山運輸支局

総務課 営業課 整備・輸送部門

自動車部長 自動車技術安全部

（安全統括管理者）

自動車技術安全課

国土交通大臣

車両整備課 北陸信越運輸局

（常務取締役）

運行対策の決定

他営業所・同業会社

災害防止措置 消防署・県・土木課等

緊急連絡先（運行管理者）

0766-21-0748 被害者宅等

運 行 課

係
員
現
場
急
行

運行課長より 支局へ連絡

担 当 営 業 所

事故現場を管轄する 運 行 管 理 者 関係先への

警察署・道路公団 電話連絡

緊 急 時 連 絡 体 制

事故発生現場

現
場
急
行

責
任
者

速
報

事
故
概
要

被害者応急措置

（病　院）



Ⅷ．安全管理規程 

 

 当社で定めた安全管理規程は次のとおりです。 

 

目次 

第１章 総則 

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

第１章 総   則 

 

（目的） 

第１条 この規程（以下「本規程」という。）は、道路運送法（以下「法」という。）第２

２条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって

輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

 （適用範囲） 

第２条 本規程は、当社の自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 

 

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

 

（輸送の安全に関する基本的な方針） 

第３条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内にお

いて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する

声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全

の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。 

２ 輸送の安全に関する計画の策定（Plan）、実行(Do)、チェック（Check）、改善（Act）

を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務

を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に

関する情報については、積極的に公表する。 

 

（輸送の安全に関する重点施策） 

第４条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管

理規程に定められた事項を遵守すること。 

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めるこ

と。 

三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じるこ

と。 

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、

共有すること。 

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確

に実施すること。 

 

 



（輸送の安全に関する目標） 

第５条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 

 

（輸送の安全に関する計画） 

第６条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全

を確保するために必要な計画を作成する。 

 

   第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

 

 （社長等の責務） 

第７条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 

２ 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置

を講じる。 

３ 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 

４ 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か

どうかを常に確認し、必要な改善を行う。 

 

（社内組織） 

第８条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送

の安全を確保するための企業統治を適確に行う。 

 一 安全統括管理者 

   二 運行管理者 

 三 整備管理者 

 四 その他必要な責任者 

２ 自動車部長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、部内を統

括し、指導監督を行う。 

３ 運行課長は、自動車部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、関係各課営業所

を統括し、指導監督を行う。 

４ 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病

気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、

別に定める組織図による。 

  ５ 輸送の安全に関するマネジメント委員会を設置し、安全管理を推進する。委員会

メンバー・審議・報告事項については別に定める。 

 

（安全統括管理者の選任及び解任） 

第９条 道路運送法等に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 

２ 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理

者を解任する。 

一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 

二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難に

なったとき。 

三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、

安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼ

すおそれがあると認められるとき。 

 

（安全統括管理者の責務） 

第１０条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 



一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという

意識を徹底すること。 

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。  

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 

五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監

査を行い、経営トップに報告すること。 

六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述

べる等必要な改善の措置を講じること。 

七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 

八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 

九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。 

十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 

 

第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

（輸送の安全に関する重点施策の実施） 

第１１条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成す

べく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実

施する。 

 

（輸送の安全に関する情報の共有及び伝達） 

第１２条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行う

ことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有

されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看

過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 

 

（事故、災害等に関する報告連絡体制） 

第１３条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制

は別に定めるところによる。 

２ 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な

部局等に速やかに伝達されるように努める。 

３ 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項

の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進む

よう必要な指示等を行う。 

４ 自動車事故報告規則（昭和二十六年運輸省令第百四号）に定める事故、災害等

があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出

を行う。 

 

（輸送の安全に関する教育及び研修） 

第１４条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のため

の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 

 

（輸送の安全に関する内部監査） 

第１５条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、

安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適

切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 



また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生

した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部

監査を実施する。 

２ 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき

事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、

輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊

急の是正措置又は予防措置を講じる。 

 

（輸送の安全に関する業務の改善） 

第１６条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改

善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認め

る場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正

措置又は予防措置を講じる。 

２ 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な

事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。 

 

（情報の公開） 

第１７条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達

成状況、自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報

の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、

輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じよう

とする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度の経過後１００日

以内に外部に対し公表する。 

２ 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講

じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表

する。 

 

（輸送の安全に関する記録の管理等） 

第１８条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 

２ 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告

連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営ト

ップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 

３ 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方

法は別に定める。 

   

 （付 則） 

第１９条 本規程は、平成３０年１２月１１日より実施する。 

   


